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。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
支
出
官
レ
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
Ｆ－

三
五
Ａ
戦
闘
機
四
機
を
取
得
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
と

し
て
約
六
百
三
十
八
億
円
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
契
約
及
び
支
払
が
完
了
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
戦
闘
機
の
取
得
に
関
し
て
支
払
う
こ
と
と
な
る
経
費
の
総
額
は
確
定
し
て
い
な
い
。

二
の
①
に
つ
い
て

各
府
省
の
支
出
官
は
、
外
国
送
金
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
が
外
国
貨
幣
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
支

出
官
レ
ー
ト
（
支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国

貨
幣
換
算
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
実
勢
レ
ー
ト
が
支
出
官
レ
ー
ト
よ
り

も
円
安
と
な
る
場
合
に
は
、
外
国
送
金
額
に
不
足
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
当
該
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
が
、

一
時
的
に
政
府
預
金
を
も
っ
て
補
塡
し
、
一
般
会
計
に
あ
っ
て
は
財
務
省
、
特
別
会
計
に
あ
っ
て
は
当
該
特
別
会
計
の
所
管

府
省
に
対
し
て
、
四
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
請
求
す
る
手
続
を
行
っ
た
後
、
貨
幣
交
換
差
減
補
塡
金
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
送
金
額
に
係
る
不
足
額
が
四
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
請
求
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
繰

一



越
し
等
が
あ
る
場
合
に
は
予
算
額
と
実
際
に
支
払
っ
た
額
の
対
応
関
係
が
不
明
確
に
な
る
こ
と
等
か
ら
、
支
出
官
レ
ー
ト
に

よ
る
予
算
額
と
実
際
に
支
払
っ
た
額
の
差
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
②
に
つ
い
て

一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
貨
幣
交
換
差
減
補
塡
金
の
支
出
済
額
の
合
計
は
、
平
成
二
十
一
年
度
は
約

九
十
一
億
円
、
平
成
二
十
二
年
度
は
約
二
十
二
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
は
約
三
十
九
億
円
、
平
成
二
十
四
年
度
は
約
三
十

億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
は
約
八
百
五
十
五
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
年
度
に
計
上
さ
れ
て
い
る
貨
幣
交
換
差
減
補

塡
金
の
未
執
行
額
は
、
全
額
不
用
と
し
て
各
年
度
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

支
出
官
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
為
替
水
準
を
精
密
に
見
通
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
国
為
替
相
場
の

動
向
等
を
踏
ま
え
、
過
去
の
一
定
期
間
の
平
均
に
よ
り
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
検
証
」
を
目

的
と
し
た
制
度
は
な
い
。

二


